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立教大学グローバル奨学金
立教大学「校友会成績優秀者留学支援奨学金」

＜補足資料＞
説明会の中止に伴い、出願のポイントをまとめましたので、ご覧ください。

細かい点は必ず募集要項を確認するようにしてください。

学生部学生課



はじめに

 奨学金を受けるのは、学生本人です。

 申請書類等の準備でご家族の方の協力は必要ですが、

 自分自身で「提出書類」や「手続き方法や期限」など確
認し、責任と自覚をもって出願や質問をするようにしくだ
さい。

 書類に不備・不足があった際に、学生本人宛てにご連絡
をします。

 不備・不足が解消されないと、出願取り消しとなります。



奨学金の概要

グローバル奨学金

 全学年対象（学部・院生）

 経済支援

 参加するプログラムごとに
支給金額が決定

校友会成績優秀者

留学支援奨学金

 学部の2年次生以上

 成績優秀者

 一律20万円支給（一回）



グローバル奨学金

◆出願資格 （募集要項の1ページ目）

①対象プログラムに参加するか
※未定（予定）でも出願OK！
※募集は年度2回ありますが、出願は年度中1回に限ります。2020年

7月～9月に奨学金支給を行う留学プログラムに参加する方は、
必ず第1回募集で出願してください。奨学金支給時期については、
対象プログラム一覧表にて確認してください。

②経済支援が必要であるか



グローバル奨学金

◆奨学金金額 （募集要項の1ページ目）

「留学プログラムのカテゴリー」と

「家計基準」によって支給金額が決定

※出願前の個別の家計審査への回答は行っておりません。

提出された書類を確認し、厳正に審査します。



グローバル奨学金

◆出願方法・期間 （募集要項の1ページ目）
「郵送（簡易書留郵便）」にて、以下の期間に受付。

第1回募集： 6月1日～6月12日（消印有効）
第2回募集： 11月6日～11月16日（消印有効）

※2020年7月～9月に奨学金支給を行う留学プログラムに参加する方
は、必ず第1回募集で出願してください。奨学金支給時期について
は対象プログラム一覧表にて確認してください。
※窓口に直接提出は不可、出願期間も前・後の受付も一切しません。



グローバル奨学金

◆出願書類 （募集要項の2ページ目）

所得証明書は、「令和2年度」のものが必要！

2019年1月1日～2019年12月31日分の収入が反映

※父母が無職でも必要！

重要！！



グローバル奨学金

◆書類確認 （募集要項の2ページ目）

書類の不備がある方に「大学の固定電話」または「専用の
携帯電話」を使用して、学生本人宛に連絡をします。

※電話に出ない・不備が解消しないままだと…

出願を取り消しになることがあるので注意！



グローバル奨学金

◆家計審査の結果 （募集要項の2ページ目）

家計基準（1～4）を通知します。

◆支給時期・支給方法 （募集要項3ページ目）

支給時期は、対象プログラム一覧表に掲載



グローバル奨学金

◆世帯所得の算定方法 （募集要項の3ページ目）

「令和2年度」の所得証明書を用いて算定

※大学院生は、定職に就いている場合は「本人」、

定職に就いていない場合は、「父母」の所得証明書

※在留資格「留学」は所得証明書の提出は不要



校友会成績優秀者留学支援奨学金

◆出願方法・期間 （募集要項の1ページ目）
「郵送（簡易書留郵便）」にて、以下の期間に受付。

6月1日～6月12日（消印有効）

※年度1回募集です。グローバル奨学金とは異なりますのでご注意
ください。

※窓口に直接提出は不可、出願期間も前・後の受付も一切しません。



校友会成績優秀者留学支援奨学金

◆採用数・選考基準 （募集要項の2ページ目）

（採用人数）
全学部合計50名を採用

（選考基準）
ＧＰＡで判定



校友会成績優秀者留学支援奨学金

◆重要

2019年度まで、学部2年次生以上（学部1年次・院生は対

象外）でグローバル奨学金に出願した場合、自動的に立
教大学「校友会成績優秀者留学支援奨学金」に出願した
ものとみなしていましたが、2020年度より、個別の出願が必
要となりましたのでご注意ください。



◆お願い

本奨学金は立教大学校友会からの寄付金により運用されて
います。
奨学金の採用者となった学生には、校友会活動への協力を
依頼することがあります。

（協力依頼例）
・立教大学ホームカミングデー奨学金授与式への参加
・校友会会議での発表
・各地域校友の集いへの参加

校友会成績優秀者留学支援奨学金



さいごに

◆募集要項等、出願に必要な書類は、

SPIRITの奨学金WEBサイトからダウンロードできます。

（SPIRIT>学費・奨学金>奨学金）

以上


